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本実施要項は，令和５年度鹿児島県公立高等学校入学者選抜実施要綱の〔７〕追加の選抜（新型コロナウイ

ルス感染症対応）に基づき必要な事項を定める。 

 

１ 方針 

 一般入学者選抜（学力検査）を新型コロナウイルス感染症の感染又は感染が疑われたことにより受

検できない入学志願者に対して受検機会を確保する。 

 

２ 実施する学科 

追加の選抜は一般入学者選抜（学力検査）を新型コロナウイルス感染症の感染又は感染が疑われた

ことにより受検できなかった入学志願者がいる学科において，当該入学志願者の申出により実施する

ものとする。 

 

３ 受検資格 

(1) 追加の選抜を受検できる者は，一般入学者選抜に出願し，かつ，次に掲げるいずれかに該当するも

のとする。 

 ア 新型コロナウイルス感染症の感染により受検できなかった者 

 イ 新型コロナウイルス感染症と診断された者の濃厚接触者に該当すると特定され，かつ，発熱や風邪

の症状があることにより受検できなかった者 

 ウ 新型コロナウイルス感染症と診断された者の濃厚接触者に該当すると特定され，公共の交通機関を

利用せず，かつ，人が密集する場所を避けて検査場に行くことが困難であることにより受検できなか

った者 

 

(2) (1)の要件に該当する者は，学力検査において最終出願した同一学科に出願する者とする。この場合

における「同一学科」は学科併願した学科を含むものとする。 

 

４ 申出期間 

    令和５年２月 22日（水）から令和５年３月３日（金）正午までとする。 

   （受付時間は，締切日を除き，平日の午前８時 30分から午後４時 30分までとする。) 

 

５ 手続等 

(1) 追加の選抜を受検する入学志願者は，出身中学校長に申出を行う。 

(2) 追加の選抜を受検する入学志願者からの申出を受けた出身中学校長は，その旨を申出期間内に本校

校長に申し出るものとする。 

  (3) (2)の申出の後，追加の選抜を受検する入学志願者は，出身中学校長を通じて，追加の選抜受検申

出書（様式 22－２），「診断書」等医師の判断を示すことを証明できる書類又は追加の選抜に係る理由

書（様式 23-２）を提出する。 

(4) １校１人の受検又は過年度卒業生が受検する場合は，顔写真（ﾀﾃ４cm×ﾖｺ３cm）を添付する。 

裏面には中学校名，氏名を記入する。 

(5) 追加の選抜の申出があった場合，(3)で提出された書類及び既に受領している一般入学者選抜（学

力検査）出願書類により受付を行うものとする。 



６ 選抜の方法 

選抜は出身中学校長の提出する書類及び追加の選抜における学力検査，面接の結果等により総合的に判

断する。 

 

７ 選抜 

  志願者全員について，学力検査，面接を行う。 

(1) 期 日  令和５年３月 13日（月） 

(2) 場 所  本校 

(3) 日 程     ９：20         集合 

10：00～10：20（20分間） 国語 

10：30～10：50（20分間） 理科 

11：00～11：20（20分間） 英語 

         （聞き取りテストを含まない。） 

11：30～11：50（20分間） 社会 

12：00～12：20（20分間） 数学 

13：20～          面接 

 

８ 検査当日の感染防止対策等について 

   検査当日の感染防止対策等について（別紙）による。 

 

９ 選抜結果の通知及び発表等 

   令和５年３月 15日（水）午前 11時以後， 本校において受検番号で発表する。 

   なお，合格者は令和５年３月 17日（金）午後０時 30分までに保護者同伴で集合すること。 

   (入学式までに準備すべき書類の交付，その他必要事項についての説明を行う。) 


